
 

 

国税徴収法施行令の一部を改正する政令要綱 

 

１ 特定電子移転財産権の差押えに関する手続を定める。（第三十二条の二関係） 

  

２ 給料等の差押禁止の基礎となる金額を、滞納者の給料等に係る債権の支給の基礎

となった期間一月ごとに十万七千円（改正前：十万円）（滞納者と生計を一にす

る配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万八千円（改正

前：四万五千円）を加算した金額）に引き上げる。（第三十四条関係） 

 

３ この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。（附則関係） 


